
2011年 8月 17日

税制改正 P丁 社会保障・税番号検討小委員会 次第
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平成 23年 8月 17日

民主党 税制改正PT社会保障口税番号検討小委員会

ヒアリング資料

新潟大学法科大学院 教授 鈴木 正朝1

一、意見の要旨

1.社会保障 。税番号に係る権限の適正な分配 (一府省庁への権限集中の排除)

2.独立かつ公正な「第三者機関」の創設 (人事院型または 3条委員会 )

3.実効性ある 「第二者機関」の倉1設 と運用

(1)権限

① 情報プライバシー影響評価 (Pr市acy lmpact Assessment)

② 監査 (立入調査、関連文書の閲覧、質問)

③ 影響評価報告及び監査報告における意見

④ 意見の効果 (実効性の確保)

⑤ 番号法における義務違反に対する行政調査と公表

(2)人材確保と人材育成

(3)個人情報保護法の主管 (番号法の付帯決議)

4.共通番号 (フ ラット型)導入の禁止と社会保障 。税分野 (6分野)1番号

制の回避 (税 。年金系と医療系の2番号以上)

5.プロジェクト・マネジメント機能の実効性確保と過剰投資 (IT利権化)の
排除

l suzuki― masatomo(売inlrcom
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二、提言と理由

1.社会保障 `税番号に係る権限の適正な分配 (一府省庁への権限集中の排除)

。内閣府      ― マイポータル

・内閣官房     ― 情報連携基盤
。第二者機関 (新設)一  PIA、 監査等、(番号法及びガイドライン)

。総務省      一 付番、(住民基本台帳ネットワーク)

2.独立かつ公正な第三者機関の創設 (人事院型または3条委員会)

。個人情報保護法及び番号法の主管

3.実効性ある第三者機関の創設と運用

(1)第二者機関の権限

①情報プライバシー影響評価 (P五vacy lmpact Assessment)

・評価基準の策定 (告示)

。情報プライバシー権または個人の尊重の理念と機微情報の採用
・情報影響評価との相違点と限界

②監査 (立入調査、関連文書の閲覧、質問)

・監査範囲を限定しない

・住民基本台帳ネットワークを対象とすること
。番号に係る個人情報の限界

③影響評価報告及び監査報告における意見

・安全管理措置、利用目的制限
。国民へのプライバシーインパクト

(番号利用のあり方、必要最小限の情報連携等)

・情報化 (電子政府化)の推進 (効率化)

。費用対効果

④意見の効果 (実効性の確保)

。国会への報告

・両院の委員会との (事実上の)連携

⑤番号法における義務違反に対する行政調査と公表

・個人情報保護法と番号法の適用範囲の切り分けの問題



(2)人材確保 と人材育成

・ 5年以上継続して勤務する専門家 (技術者、法律家)の確保

・適切な人事交流

。大規模なサイバーアタック等の対応

(3)個人情報保護法の主管 (番号法の付帯決議 )

・番号に係る個人情報と個人情報の一体的監督の必要性

・ス トリー トビューの対応等の課題 (主務大臣制の限界 )

。越境データ問題 (EU指令対応 )

。インフォーメーション・コミッショナーヘ移行

・クラウド・コンピューティング・ビジネスヘの影響

4.共通番号 (フ ラット型)導入の禁止 と社会保障 。税分野 (6分野)1番号

制の回避 (税・ 年金系と医療系の 2番号以上 とする)

。情報連携基盤の必要性の根拠の希薄化

5.プロジェク ト・ マネジメン ト機能の実効性確保と過剰投資 (IT利権化)の
排除

以  上



民主党ヒアリング簿 ‖ (平成23年 8月 17日 )

民主党ヒアリング参考資料

番号 (自用子)と法規鋼の考え方

1.儡Am彙 置法憫の全体網壼と壼用法の決定

日1 個人情報保護法制の全体構造

「僣人情颯の保餞に関する法●J

新潟大学法科大学院教授 鈴木 正朝

¨

●●●●I■日 (■ロヌla●●0■住 ●●へo●teめ

民主党ヒアリング,寺資料 (平成23年 3月 17日 )

平成 23年 4月 1日現在の全国市町村数11、 指定都市 19、 市 767、 区 23、 町 754、 十卜184

のヨ11,747と なり、それに都道府県47を加えた合計は 1,791と なる。自治体クラウド (総

務省)を構築するrrベンダ (経産省)は 、多様な条例をどのようにサービス仕様に反映さ

せるべきか。

病院は官民に渡り広く分布している医療クラウド(厚 41労働省)を構築するITベ ング (縄

産省)は、異なる法令をどのようにサービス仕様に反映すべきか。

地方公共団体をまたいで構築される情報ネ
=′

トワーークの法的な規律は地方向治の本旨の

問題なの力、

国際的な越境データ問題 (EII指令対応)のほVJ・ に国内にも無駄な越境データ問題を抱え

ているが、これは、住民の権利利益を保護するため:■ 必要不可欠な規制のあり方なのか。

単にビジネスの阻害要因となっているだけなの力、

経産省のクラクやビジネスの新興策にどのような影響を与えている力、

“
韓
“

鯰員1(目 的・基本理念)

口及び地方公共団体の責務等

個人情報の保護に関する施費等

申■1■ ●用 (■こ)

"個
人情報取扱●案書の■務等

●6拿 腱用 (適用鯰外)

●●章 al用

表2 医療関連分野と適用法 (傷 )

国立がん研究センター 独立行政法人等個人情報保護法

IJ(J県個人情報保護条例

□[]市 立〇〇病院

口「]市個人情報保護条例

∧△病院個人情報保護規則|

地方独立行政法人
=口

病院機構 (LI L病 院機構)

医療福祉法人〇〇財E400病院

[個人情報取扱事業者]

○○内科医院 (開業医)

[個 人情報取扱事業者〕

③ ⑤

表 1 教育関連分野と適用法 (例 )

行政機関個人情報保護法

国立大学法人00大学 独立行政法人等個人情報保護法

□E県立〇〇高等学校 f」 □県個人情報保護条例

私立OO学園00中学校

口
「

:市立00小学校 ロコ市個人情報保護条例

鈴 4(11朝 (新潟大学法科大学院 ) 鈴木 正朝 (新潟大学法
'大

学院)



民主党ヒアリング●考資料 (平成23年 0月 :7日 )

2.『儡Am-10定
・

と立E口■

■ 2日 入

…

疇

(1)主体

(2)書体 (対彙情報)

(0行為

(4)●m除外

1報道機関の報道目的、著述業者の書述目的、大学等学術研究機関団体及び研究者の学術研究目
的、宗教団体の宗教活動目的、政治団体の政治活動目的については、「個人情報取扱事業者の義
務等」(第 4章)は適用しない (法

“

条)。 したがつて「罰則」(第 6章)の適用もなし、

民主党ヒアリング●・考責‖ (平成23年 3月 1'日 )

日3 過去61● ■o●人チータの曇書彙 (A社とB社の30)
:

:

:

5000人

4000人

3000人

2000人

1000人

0人

■4 6ヶ 月の燿0日はどれか

違
反
日

―          ▼

某社の個人情報を盗み出したクラッカーらしき人物 (事業者)をほぼ特定できたが、

務大臣 (経済産業大臣)は報告の徴収をすることは可能か?

Ｏ

ヶ
月

ｌ
ヶ
月
前

２
ヶ
月
前

３
ケ
月
前

４
ヶ
月
前

５
ヶ
月
前

６
ヶ
月
腑

処
分
日
）

発

党

日

▼

９

月

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

８

月

７

月

６

月

５

月

r■人情報取扱事業者Jの晏件

民鳳 rnt

●人情●デ‐

(●人データ

3童の用

倒A― a●■■     l     l    法い なし

あ り

■用籠外

し

●人情■は級事鍛tO● E● (■ 4章)適用 l    l   第4tO適用なし

鈴木 正朝 (新潟大学法科大学院) 鈴木 正朝
`新

鴻大学法科大学院 )



民主党ヒアリング●考資料 (平成23年 8月 17日 ) 民主党ヒアリング参考賀碁 (平成23年 8月 :7日 )

4.●Amの 利活用と非 r口人mJ化 手法の日■点

口5 対象情報と個人情報取扱事業者の義務
'

r個人‖嘲‖ta― J(ュ_ザ・ベンダ)

(2条 3項 )

2岡村久道『個人情報保護法 新訂版』(商事法務)144頁 の図を基に作成

6

鈴木 正朝 (新潟大学法科大聟院)

3.r口人情報Jの定薔と解猥上0■自

目3 「個人情報」餞当性判断

① b生存者の情報か,

① o当藤情報に含まれる配

述専により特定の個人を菫菫

することができるか?

0■ 当麟僣颯と

…書mfる ことで,特定00
人を出劇できるか?

Ob.当晰 報と他の情報と

は,… できるか?

「個人情報J

に該当しない。

「個人情報」

に腋当する。

ra人仙

(2条 1項 )

●DB化されていない盤体に記

薇された●人情● (漱在情

")

11無利用目的の特定)

10彙利用目的による制限)

17颯適正な取勘

11魚取得に際しての利用目的の通知等)

11蠍 苦|●o処動

『■人デ‐ J

(2条 4項 )

,nttさ れた●人データ

r― A― J

(2彙 5項)

・ 自社の事ネ層■書
デ→ 、人軒 =夕等

10魚デ→ 内害の正籠性の確保)

コ 颯 安全管理胸

21薫従彙者の監Il

"魚
晏資先の監D

2颯 鷲三者提供の●lD

“

彙保有個人データに口する事項の公H)
■颯■示)

"XET正
り

27鮒用●ILれ ― ●(理由.手機■)

「儡人

一

ベース等J

(2条 2項 )

鈴木 二鶴
`新

潟大学法科大学院)



民主党ヒアリング参考資料 (平成23年 8月 17日 )

目 0 日人

―

民主党ヒアリング●考責‖ (平成 23年 8月 17日 )

0.「口人情籠Jの定●と安全管理●書 (― えい日■ )

日 7

主 薔 大 臣 (●告の晨収 nt鮨 ● ●令 緊●命令)

第二者

(ク ラッカー)

十
il

①特定日人の■囲性あり

041定□人の腱劇性なし

彙 開示専の手織簿

本人 (田示● 苦情)

雄を基準に判断するかという点から、考え方を分類すると次の説があり得る。

A籠 佛uttHM男麒田D:主務大臣の規制対象となる、または本人の開示等の求めや苦情

の申出先となる「個人情報取扱事業者」を主体として判断するという考え方

B説

“

口MH鰤‖D:規制される「個人情報取扱事業者Jを判断の基準にしつつも、具体

的に個人情報を取り扱つている者 (自 然人)を主体に判断するという考え方

C'(受領者基準機):個人データの外部への移行を伴う場合、すなわち、委託及び第二者

提供については受領者、漏えいについては取得者また′i取得可能な者 (Cl説 )、 本人 (C2

説)、 または一般人 (C3説 )を主体として判断する。 この場合の受領者及び取得者は、個

人情報取扱事業者または事業者であることを要しないとするという考え方

(1)主体

(2)1」体 (対象

(3)行為

事 案

0人僣● 1

"口

J口 ヽ

,3当
僣 人

取喘

r個人爛颯取搬事彙むo義務Jの適用 法の適用なし

対彙情報

「●Am」
に目するR

「口人デ=夕 」

に■する●務

rm● AチータJ

に目する義務

保

督

督

の

“

餞

15条

16条

17条

18条

31条

19条

20彙

21条

22条

23彙

24条 保有個人データ事項の

25条 引ほ

26条 訂正諄

27条 利用停止尋

28-30彙 開示専の手織簿

鈴 木 工朝 (新鴻大学法科 大学院 ) 鈴木 正朝 (新鴻大学法科大学院)



民主党ヒアリング難 鶉 (平成23年 8月 :'日 )

D■ ←■υu固‖D:一般人を主体として客観的に判断するという考え方。

E■ (総合判齢D:議が判断するかという観点からだけではなく本人の権利利益の保護と

いう観点を含め総合的に判断するという考え方。

■8 ク,ウ ドo●爛

X社の安全管理義務連反を問い得るか?

C社の安全管理義務違反はどうか?

民主党ヒアリング●考責‖ (平成23年 8月 17日 )

6.『■人情報』0奮●と●三者侵僕 (●● ID口■)

日9 番号 (識別子)の提供

表3 番号の提供と個人情報保護法23彙の適用の有無

“

口H「Jい●X
(個人情報取扱事業者)

二幸

特定●人m性 あり

0
特定個人臓別性あリ

0

特定個人m性 なし

X

特定●人m性 あり

0
あり (経産省)

なし 囀 務省)

鈴木 正朝 (新漏大学法科大学院) 鈴木 正朝 (新潟大学犠科大学院 )



民主党ヒアリング参考資料 (平成23年 8月 17日 )

7.rHJと は何か

■ 10

(1)特t●人の餞劇情報 (― が取り扱っている情颯から、特定の●人を,別できる

船 )

OA(識別情報)

②A(餞別情報)‐ 3(属性情報)

③A(餞殷1情報)‐ C(「番号1等識別子)

OA(議ツl情報)■ 3(属性情報)十 C(「番号J等餞別子)

(2)特定個人の日劇「可由J情報 (事業者が取り薇つている情像だけでは特定●人を出

民主党ヒアリング●考資料 (平成23年 8月 17日 )

別できないが、他の情報と審■に熙合することができ、それにより特定の個人を餞劇す

ることができる書合)

①C(「番号J等識別子)

②C(〔 番号:等議別l子)IB(属 性情報)

OB(属性情報)

3.法的に燿0すべ書IB(■田子)の性質

目 11

時日 (長 )

(高木 浩光 産業技術総合研究所 主任研究員の資料)

(1)薔薔性

国民全員に皆ことごとく付番さオヽること

(2)嗜―無二性

国民ひとりに唯 ―無二の番号が発行されること

(3)Im囀用性

f年金のように国民一人ひとりの情報が生涯を通して「タテ|につながる こと

(4)■用籠目の広tt
「医療・介護など制度横断的に自己負担上限額を定める場合のように国民一人ひとり

の情報が分野を超えて「ヨコ1に つながる」こと

C番号 (臓別子)

■客‐社員番号,クレジット●■.拐帯電雷番号,ルルアドレス.ケー94:D,共通番号,車のナンゞ―等

A臓
"m 

〈本人●●情報 )

・氏名

0社会的情報  。現住所/本籍

・生年月日

・年齢

0生物学的情報・肖像

・性別

・勤務先

・所属・役凛

・勤務先住所

・身体的特徴

(髪.目の色)

・生体情報

(指紋.拿紋 .

虹彩.遺伝子 )

金貴金属保有状況 預貯年)・年収・鶴親痒数

・納税情薇 (滞綸脱税情報含む)・年金 ・保険

O購買層歴 0通信(通話)履歴 0ライフログ

0家族,身分関係 ・戸籍情報 (族称・僣称)内縁関係

0経歴・社会活■等 ・学歴 職歴 資格 所属団体 政

治活動.労働連助 ・犯罪歴 反社情報等プラツクリスト

B口 性情■

0内心の秘密

・思想信彙 (思想良心の自由)

・宗教 (信数の自由)

・趣味嗜好.性生活等

O医姉 報

・病歴 (カルテ レセプト)・ 介饉

・健康状態 体力

0個人信用情報

・資産状況 (不動産 金融資産 ,

(イ メージ)

口害 :可 偶 :alo2on、 S陰 .

■itter等 )

鈴木 正朝
`新

潟大学法科大学院) 鈴木 正期 (新潟大学法科大T■i)



民主党ヒアリング●考責34(平成23年 3月 17日 )

●.『■日目的JO管理

目12 直接●口取

'(法
18彙 2項)とそれ以外0取0(法 18彙 1項 )

民主党ヒアリング参考資料 (平成 23年 8月 !7日 ,

目 13

「

EH取 骨以外(法 18彙 ,項】

里 い一 月

利用目的公表

― "  
《法18彙 2項】

「取魯に朦しての利□目的の通知●」

(法第 :8条第1項・第2項・第4項 )

「利用目的の費更J

(法第 :5条第 2項,法第 18条第3項.法第23条

第2項第 1号,法第23条第 5項)

「儡人データ」の in30正磁性饉憬J

(法第 :9条 )

「利用目的D特定」

(法第 15条第 1項 )

「●人データ」の「,三■彙供」におけるオブト

アウト手● (法第23条第2項 )

「●人デ‐夕の取畿い」の「晏籠J

(法第23条第4項第 1号 )

r●人データ」の f共口利用」

(法第23条第4項第3号・第5項 )

「保有●人データ」の「利用目的Jの「題卸」

(法第24条第2項・第3項 )

「ma人 チータ」の「利用●■e」

(法第27条第 1項 )

鈴木 正朝 輛 潟大学法科大学院) 鈴木 正朝 (新潟大学法科大引院)



民主党ヒアリング●考資料 (平成23年 8月 17日 )

lo.rn暴●lo法的性ロ

f個 人情報の保護に関する法律」について以下の間に答えよ、

大手家電メーカー (個人情報取扱事業者)Yに対して、その顧客 (本 人)Xは、3年前

にYの経営するオンラインショップで購入したAV機器につい て、(1)注 文時にXに対して

明示 l´ た利用目的の内容を通知すること、(2)当 鎮オンラインショップ内で管理しているX
の保有価人データを開示すること、0)Y社のお客様相談窓口とxとの応答履歴 (音声ファ

イルを含めた過去 3年分の保有個人データ)を開示することを求める申請書をY社所定の

手続に従い郵送した。

当誠申請書をY社が適正なものとして受理 t´ た直後、Xは Yからの回答を待つことなく、

上述と同じ内容の利用目的通知請求及び開示請求の訴訟を提起した。

Xの Yに対する裁判上の利用目的通知請求、及び開示請求は認められる力、

参考文献

1.裁判上の請求相を否定する立●

(論文)

夏井高人「個人情報保護法第 50条 (適用除外)に関する要件事実論的検討J判例タイム

ズ 1131号 (2003121)648頁

判例時報 1978号 「診療録鰤示等請求事件」(東京地判平 19627)2732頁

鶴巻撓 「個人情報保護法の具体的請求権を否定する初の司法判断の意義」ビジネス法務

2007年 11月 号、4652頁

民主党ヒアリング●考資料 (平成23年 8月 17日 )

*東京地判平 19627の被告病院側の代理人の立場から論文を公表したもの。なお、筆者 (鈴

木)は、 L記裁判において、裁判上の請求権否定説の立場から意見書を提出した。

(書籍)

・園部逸夫編集 藤原静雄1個人情報保護法lH研究会『個人情報保護法の解説《改訂版》』(ぎ

ょうせい)*なお、否定説の立場ではないという評価もある。

・鈴木正朝「第 2章 個人情報保護法とプ‐/イ パシーの権利一 「開示等の求め1の法的性

質J堀部政男編著『プライパシー・個人情報保護の新課題』(商事法務,

・石井夏生利『個人情報保護法の理念と現代的課題』 (勁草書房)

2.裁判上の

"求
檜を青定する立場

(論文)

字賀克也
'最

新判例批評 一 個人情報保護法二五条一項に基づく訴訟による個人情報

の開示請求の可否 (消極) 二 個人情報保護法 1五条二項に違反した事業者が慰謝料の

賠償責任を負わないとされた事例」判例時報 199o号、164170頁

二関辰郎 「個人情報保護法に基づく開示請求の権千1性 裁判規範性を否定した東京地裁

判決の批判的検討、自由と正義vo159 No4、 1406頁

(書籍)

・宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説 第3版』 (有斐閣)

。岡村久道『個人情報保護法 新訂版』(商事法務)

・藤原静雄『逐条個人情報保護法』(弘文堂)

・三宅弘・小町谷育子 F個 人情報保護法 逐条解説と展望』(青林書院)

薇 4 :開示等の求めの法的性質と個人情報保護法の理念

開示等(法 29条 ) 請求対象 論 点

1)f利用目的の通知」

の求め (法 24条 2項 )

自己の「保有個人データ」

の特定「利用目的」

利用目的通知請求訴訟の可否

2)「 開示」の求め

(法 25条 1項)

自己の 「
保有個人データ」 開示請求訴訟の可否

3)「訂正等」の求め

(法 26条 1項)

自己の「保有個人データ」 訂正等 (訂 正・追加・削除)請求

訴訟の可否

4)「 利用停止等Jの求

め (法 27条 1項 )

自己の「保有個人データ」 利用停止等 (利用停止・消去)請

求訴訟の可否

5)'第二者提供の停止J

の求め (法 27条 2項 )

自己の「保有個人データ] 第二者提供停止 (差止)請求訴訟

の可否

鈴木 正朝 (新潟大学法科大学院) 鈴木 正朝 (新潟大学法科大学院 )



民主党ヒアリング0■贅‖ (平成23年 3月 17日 )

日 :4

個人の尊厳 (憲法 13条 )

「
‐~男

■
'こ

ジ
=あ
石莉…

‐
|

:  (新 しい川隆〕  :
t_… ……

_____‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐J

「百罰轟甚じ下
=瓦

ι再¬
:  (的 な考え方)  :
,_________‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐J

目的「個人の権利利益の保

護J(法 1知

基本理念「個人の人格尊重

3

民主党ヒアリング参考贅斜 〈平成23年 8月 17日 )

11.●Am● 臓去とJ:3 0 15ml

日 15 個人情報保腱行政とその手法

|:::::昭:::::IIIIEIニ
ユ|コ|ヨIヨ曇口重

|〕
〕〕〕>

A籠 :憲法の規定するプ

ライパシーの権利

を法的に具体化 し

た「権利Jと して理

解、裁判上の請求権

を青定する説

B餞 :法律によつて●l設 さ

れた「権利Jと して

理解、裁判上の請求

権を青定する税

C● :取締規酪 人は反

射的効果として保

護される)と 理解、

裁判上の具体的請

求相を否定する説

「開示等Jの求めに応じる

●人情報取扱事業者の義

24～27

[:繭亜 I]

主務大臣の帽限

(法 32～34条 )

(法律による行政の原理)

鈴木 正朝 (新潟大学法科大学院) 鈴木 正朝 (新潟大学法科大学院)



.      民主党ヒフリング
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(平成23年 8月 :7日 )
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(国際的働向)
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鈴木 正朝 (新鴻大学法科大学院)



番号制度導入とセキュリティ管理

番号制度と情報連携

・ 番号制度導入で具体的に起きること

一各機関ごとに分散して管理されている同一人の情報を紐付け
し、参照可能にする
・ 行政機関での「名寄せ」を、「情報連携」機能を使つて実現する

一きめ細やかな制度設計や行政事務効率化を図る

・ 例えば、国民一人一人の所得等の状況に応じた制度

情報保有機関A
(社 会保障と税の分野)

情報保有機関B
(社会保障と税の分野 )



番号制度におけるセキュリティリスク

・ 想定されるセキュリティリスク

ーデータ漏洩
・ 情報保有機関が管理するデータベース(DB)

・ ネットワークで通信される電文

一本人確認情報の漏洩

―行政機関による名寄せ、目的外使用

―民間機関による名寄せ、目的外使用

一番号の不正利用、それに伴う経済的損失等

―行政職員による不正閲覧、データ改ざん、データ破壊

一国家による一元管理への不安

―情報連携機能の障害によるサービス全体への影響

セキュリティリスクヘの対応 (1)

・ 番号制度におけるセキュリティリスクヘの対応
―各情報保有機関における適正なセキュリティ管理の徹底

・ DBからの直接漏洩、本人確認情報の漏洩、行政職員による不正行為
・ しかし、リスクゼロにはできないので、救済制1度を設ける

―既存の救済制度:行政機関における個人情報保護法による枠組み

一通信路における電文漏洩には暗号化
―民間機関の名寄せ、目的外利用には、法律で禁止 (罰則付き)

・ それでも各国番号制度の状況をみると、結果として名寄せは発生する
・ 現在の源泉徴収業務(法定業務)での利用を考えれば当然
0政治的判断が必須

―行政機関の名寄せ、目的外利用に対抗するには、法律で禁止 (罰則
付き)し、同時に透明性を持つた運用により、国民による監視を実現
する
0今回のWG検討対象そのもの
0国民にとっては、ここが番号制度における最大の関心事



セキュリティリスクヘの対応 (2)

透 明性を持つた運用による国民監視の実現
― 各情報保有機関の運用状況について、適切なリポート機能を有する
一 行政機関は、情報連携基盤を用いて、相互の情報の紐付けを行うこととしている。した

がつて、情報連携基盤を適切に設計する必要が有る

1.目 的外連携の禁止
・ 行政機関が実行できる情報連携を明確にし、可能な情報連携を法律で明記する。他は禁止する

2 枠外連携 の禁止

・ 情報連携基盤を経由しない、情報連携および個人情報移送を原貝1禁止する

3.国 民のための監視機能 の提供
・ 行政機関による情報連携状況、個人情報の利用状況について、国民それぞれにリアルタイム監視の

機能を提供する
。 ログ開示のリアルタイム性は必須。行政機関によるログの改ざん、隠蔽から国民を守るために、各国で

は必須条件

4.監 督機 関である第二者機関 の設置
・ 行政機関による個人情報の取扱を監督 監査する機関を設置
。 番号制度から生じた不利益を救済する制度を提供
. 轟 田 仕 募 違 nf‐ 口 田 め 車

既存行政機関から独立、かつ、強力な権限を有する組織として構成

制度監視だけで|ま なく 技術監視も行う必要が有る

現在の大綱の問題点



多くの疑間が氷解しない

なぜ住民基本台帳からの付番を行うのか
― 戸籍&外国人登録がマスターDBになるべきではないのか

なぜ住基4情報との組付けが常に必要となっているのか
― 住基4情報を突合のキーとしている、住所は可変情報であり、属性情報として扱われるべき

番号制度全体の運用の透明性は誰がどのように保証するのか
― 各情報保有機関の監査(システムを含む)はどうするのか
― 既存の個人情報保護法との関係はどのように考えるのか

情報連携は、データコピーなのか、データ参照なのか。
―

搬 熱 ξど
の整合性確保が困難になる可能性が高い力く、システム運用上の相互依存性

― コピーでは、元々の情報アクセスポリシが反映できないので、データ保護の観点からは問題が多い

情報連携基盤は、情報保有機関なのか ?

― 情報保有機関であつた場合には、制度的な矛盾を抱える
― 第二者委員会の直営であり、かつ、月1枠で管理運用されるべき

多くの疑間が氷解しない

・ 都合の悪そうなところは曖昧に書かれている
一主語が無い、責任構造が不明確な要素が沢山ある

・ 番号制度を導入すると何がメリットであるのか
・ 誰が全体を設計するのか
・ 誰が、どの機能を、どのように実装するのか

・ 運用の主体者は誰か

・ 制度は何を保証するのか
・ 民間利用はどうなつているのか

・ 技術に対する過度な期待が書き手にあるのではないか
―制度を曖昧にしておいても、技術でなんとか切り抜けられるのではないかと

いう甘い幻想があるように思われる



対処方針 (1)

貸慧劃匿蓼a義ど
化と同期をするという前提から離れて、制度、システ

~拿
ξ粉 棚 ま石t「

所まで含めた住基4情報の正規化と最新化を要

―曙
]を

創護昇要巽る景暑碁榎著怠蜜魏ぎFに必要こなつてしまう輸、シス
ー「登

場
されて

峰っ事7を
提供するサービス」を新たに倉1設したら、システム全体

番号制度の設計について、その透明性を確保する
一番号を創設するに当たつて、拙速な制度設計をやめる
一制度についても、何度も手直しができるように手続も改良する
~挙

稲 蝠 梵 辱融 添志な
ので、制度設計側とシステム設

―プロセスについても広く公開して、国民の理解を高める

→立法措置が必要ではないか

対処方針 (2)

まずは原則を確立
―第二者機関の権限を明確化

・ より広くデータ保護の観点から制度を作るべき。番号だけに開じ込めない
。三条委員会でなければならない

・
早 馳 魏 乱 爵 1組ヂ

椰 が構築・運用し、情報連携対象の

・
便墾駐 鸞菫霧要著織 壼自,連

携する各情報保有機関のデータ

ー使用する技術の選択基準を明確化
・

経渕 揚盤夕墜配躍鐸詳どな
制約要件に関する技術的解釈を明確

行うこと。
・ 使用する技術選択についても、技術変化に追従しうる選択基準を設けるこ

と。~鴫
為即」鰍 嘉幾∫雛色嵐だ]も戦慾饉鍬λ:搬

それを排除する理由が不明
一国民に複数の技術選択オプションを提示すべき



考えるべき視点①「性悪説」に基づく情報連携の方法を検討すべき

■社会保障と税分野の情報保有機関 (例えば、社保庁と国税庁)は、共通の「番号

」を知る機関とされているため、情報連携基盤を介さない情報連携が可能である。
■ 岬 で処 ても意図重又は墨重識1二至正曇 との前提に立ち、制度

だけでなく、技術的対策を講じるべきである。

ご …
…

●...........…

> 情報保有機関B
(社会保障と税の分野 )

/情報保有機関は、共通の「番号」により利用者を特定して(基盤を介すことなく)情報連携できてしまう。

/これでは情報連携基盤の存在意義がなくなるおそれもある。

/基本方針では「総務省」は情報連携基盤の運営機関とされているが、情報保有機関であるため、すべ

ての情報にアクセスできるおそれがある。

考えるべき視点②
最高裁判決の解釈を明確化してシンプルな基盤にすべき

■無用に複雑な基盤は、運用中の想定外事象によるエラーや基盤の利用回避とい
つた不正により、構築運用経費の増加を招くおそれがある。

■ 量高裁判決(一元管理の回避)に関す乙拉血的解釈を明確化し、制度と技術を

合理的に組み合わせたシンプルな設計を行うべきである。

最高裁判決の技術的解釈を暖昧にしたまま、不

必要な対策によつて無用に複雑化させていないか?

/多様な:Dや番号の複雑な連鎖関係と分散管理

/情報を処理する度に闇雲に消去

/マイポータルのための様々な独自仕様

./‐■III:「 111‐ 、ヽ、   技術と制度の運用監視を
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さらに考えるべきこと (1)

・ システム構築コスト圧縮は、どのように実現するのか
―電子政府システムの構築・運用は、民間に比べると低機能、低

能率、高運用コスト。つまリボロすぎ。

一「速い、安い、美味い」というシステムをどう作るのか。
・例えば、lCカードを国民全員に分けるというのは、本当に正しいのか?

・ マイポータルでの認証機構だけなら、乱数表でも十分。オンラインバン
キングを考えれば明らか。

・ 番号制度はどのように社会に広げるのか
一番号制度は一気に出来るわけではない。ステップバイステップ

で、適用領域を拡大していくしかない。
一このプロセスはどのように考えるのか

―プロトタィプ&適用領域限定?

さらに考えるべきこと(2)

0総務省が監督省庁なのか

―付番機関、情報連携基盤、マイポータルの全てを、総務省が運
用口監督すべきとの意見が、総務省から示されている(ようだ)

一番号制度全体の監督は、第三者機関が行うのが本筋
一番号制度システムの運用を特定省庁が独占すると、名寄せ行

為を特定省庁だけで完了することができる
・リスクが高すぎる

一付番機関、情報連携基盤は、第二者委員会が基本的に構築、
運用、監督をすべき。

一マイポータルについては、適切な情報セキュリティ等の要件を
示して、それに合致する組織が構築すれば良い
0要件が明確にすることが重要



Surnrnary

・ 大綱では、誰が1可の責任を持つて行うかが分からない
。戸籍&外国人登録制度との関係が不明確
0各構成要素について監督構造が不定

・ 民間利用の検討が不明確
0セキュリティリスクは現実的に存在

・ 省庁結託による監視外の名寄せを阻止できない

・ 第二者委員会の機能が限定的過ぎるのではないか

・ 住基4情報を突合キーとしているので、住所情報の正規
化と最新状態維持が常に必要となるが、実現は困難



※8月 9日71C員会にて内閣官房に請求した資料

平成24年 8月

内閣官房社会保障改革担当室

番号の付番に係る制度の所管が総務省とされた理由

|.市町村が付番事務を担うことについ

まず、付番事務は、市町村が担うこととされている。その理由は、次のとおりである。

1.市町村は住民基本台帳により住民の基本4情報を正確に把握している

○ 番号制度の導入に当たつては、個人を特定することが不可欠である。

○ 市町村は、個人を特定して住民の基本4情報 (氏名、生年月日、性別、住所)を
正確に把握し、これを住民基本台帳に記載している。このため、番号制度の導入に
当たり、市町村が付番事務を担うことが、最も現実的かつ効率的である。

2.住民基本台帳ネットワークシステムが整備されている

○ 市町村の住民基本台帳を基礎として、住民基本台帳ネットワークシステム (住基
ネット)が整備されており、平成 14年以降、全国の都道府県・市町村により安定
的に運用されている。

○ 住基ネットにおいては、住民の基本4情報と対応した住民票コードが重複なく付
番されており、住民票コードを基礎として市町村が付番事務を行うことにより、新
たなネットワークを構築する必要もなく、最小限の費用で付番事務を行うことがで
きる。

3.番号制度は、市町村において活用される

○ 市町村は住民にとって最も身近な行政主体であり、社会保障・税分野においても、
個々の住民への行政サービスの提供等に大きな役割を果たしている。

○ 社会保障・税番号制度の導入に伴い、市町村は法令で定められた範囲において「番
号」を利用できる主体となり、多くの住民が「番号」を提示して各種届出等を行う
ことができるようになる。



‖。「番号」の付番に係る制度の所管は総務省とされていることについ

上記 |.を踏まえ、「番号」の付番に係る制度の所管は、総務省とされている。その理

由は、次のとおりである。

○ 個人に関する「番号」の付番に係る制度は、上記 |.のとおり、市町村が作成する

住民基本台帳を基礎とし、これをネットワーク化した住基ネットが整備されているこ
とが前提であり、これと不即不離の関係にある。総務省は、これまで住民基本台帳と
住基ネットを所管してきた。

○ また、総務省は、総務省設置法により国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の
連絡調整に関する事務を所掌し、地方公共団体と緊密な連携を保つている。

○ このため、総務省が付番に関する制度を所管することにつき、大綱において決定さ
れたものと理解.

〇 なお、諸外国においても、オーストリア、ベルギー、デンマーク、韓国など、「番
号」が住民登録に由来するものである場合は、内務省が番号管理機関となることが多
い (別添資料参照)。

Ⅲ.番号生成機関を地方共同法人が担うことについ

番号生成機関は、地方共同法人が担うこととされている。その理由は、次のとおりで

ある。

○ 市町村が「番号」の付番事務を担うに当たっては、当該事務を共同で実施するこ

とにより、「番号」の重複付番を防止し、安定的かつ確実に実施できる体制を整える
必要がある。

○ このため、住民票コードと一対―で対応する「番号」を生成し、市町村に指定 ロ

通知する番号生成機関が必要となる。この番号生成機関は住基法に基づく指定情報
処理機関と不即不離の関係にある。

○ また、公的個人認証サービスについても、マイ・ポータルヘのログインに必要不  |
可欠なツールとして、認証用途の追加を行う必要があるなど、番号制度の運営に必

要不可欠な基盤となる。

○ ただ、住基法に基づく指定情報処理機関や公的個人認証サービス法に基づく指定

認証機関は財団法人であり、ガバナンスの強化の必要性が指摘されていた。

① このため、住基ネットの業務、公的個人認証サービスの業務に加え、番号生成機
関としての業務について、地方の代表等が参画する意思決定機関・審議機関のガバ

ナンスの下で安定的かつ効率的に実施することとし、これらの業務を住基法に基づ

く指定情報処理機関を基礎とした地方共同法人において運営することとする。



※8月 9日小委員会にて内閣官房に請求した資料

諸外国における番号制度 (概要)

国名 オーストリア ベルギー デンマーク ドイツ 韓国 シンガポール

制度皓 称 中央住民登録制度 lCRR)

Central  Register

Residence Number

国民登録番号 (RRN)

National    ReglstratiOn

Number

国民登録制度 lCPR)

Civil RegistratiOn NⅢ ber

納1崩皐肝諦1度 CrlN)

Tax       ldentificatlon

Number,

Steueridentifi kati onsnum

mer

銀 義 国民登録制度 (NRIC)

National     RegistratiOn

ldentity Card System

腰 ・住民登録に由来

。
,争 に 同 攻 孝 倒 課 卜 で 千

11m

・住民登録に由来
。elDカ ードにRRN番号が

記載され、多様な行政サー

ビスに活用

・民間分野による使用は許

可されてしV曇もヽ

・住民登録に出来

・行政・民間において幅広

くオllH

。税務に関する利用目的に

おいて、税務・社会保険機

関及び民間の金融機関が利

用

・住民登録に出来

・幅広い行政分野で共通に

使用され、民間分野でも広

く利用

・住民登録に由来

・行政・民間において幅広

く矛帽

導入時期 2002■F 1983年 1968年 20031F 1962年 1966年

キ脚

…オーストリア電子政府法

自然人の国民登録に関する

法律

国鳳諭献

国民登録システムに関する

デンマーク法

個人データ処理に関する法

律

税金に関する修正法 観 難 国

…

導入目的 。電子行政の推進の基盤と

して位置付け

・国民の人口動態と続訓青

報―
・行政機関と自治燃間の情

鐵

・移民管理

・民間及び行政機関を通じ

て使用できる一般的な個人

認証へのニーズ!球抗

・-7E的な源泉課脱を行う

PAYE(pay―as―you― earn)

税システムを導入する上で

の前提

。税金に関連する電子通信

やデータ処理を効率化し、

納税申告や各種申請に係る

時間を短縮

・韓国内lJ副主する個人の

悉皆的識別及び身分の確認
。行政機関等のサービス向

上と生産性向上のための個

川常麒侑

・共産主義者・不法移民・

テロリスト活動の監視など

の国家安全保障を目的とし

0
・出入国者・不法就労者の

管理



国名 オーストリア ベルギー ァンマーク ドイツ 韓国 シンガポール

付番剣象 ・オーストリアにて出生の

国民

(オーストリア国内の在留

外国人ならびにオーストリ

アから一時的に海外に在留

する国民に対しては SR番

号が付番され CRRとは別

の登録簿にで情報を管理

・国民

(居住許可を持つ移民に対

しては、国民識別理号 とし

て「RRNbis」 と呼ばれる番

号を付与)

・デンマークにおいて国民

登録する者 (既に国民登録

されている母親のもとデン

マークで生まれた者、デン

マーク電子教会登録簿に出

生または洗礼登録した者 3

か月以上デンマークに合法

的に居住する者)

・デンマーク労働市場補助

年金基金に含まれる者

・税務行政機関の指示によ

リデンマークでの税務処理

のためにCPR番号が必要な

者

ドイツ連邦内の金居住者 ・韓国国民で国内に居住す

る者 俯頸鵠窃躍編を付与)

※17歳到達時に住民登録証

発給の申請義務を負う

・韓国内に90日以」離 す

る外国人、在外国民及び在

外同胞 (外国人登録番号、

国内居所申告番号をヽい

・シンガポール国民及び永

住権所有者

・就労許可を受けた在留外

国人

―

内務省CRR劇段部

Federal Ministry for the

lnteriorI   Support  unit

ZMR

内務省機関・人口等山

Di rectorate         Ceneral

lnstitutios and Population

DGIP Al gelnene  Directie

insteH ingen en Devolking

ADIB

内務省国民登録中央局

Ministry of lnterior and

Health Oontra1 0ffice of

Civil Registration

勝 隔 精

Federal    Ministry   of

Finance 3MF

磨 B中昨

Federal    Centrai    Tax

Office, BZSt

行¨ 雀礎 自治体 入国管理・通関局 (ICAl

lmmigration`CheckpOints

Authori ty

個人情報保護

嫌

データ保護に関する監督権

限を有した独立機関として

「データ膳 験  (D"」

を設置

ベルギー連邦議会の下に個

人情報保護に関する独立機

関として「プライバシー保

護委員会」を設置

「個人データ処理に関する

法律」の執行を監視し、情

報管理に関する中央集権的

な役割を担ラ公的機関とし

て「データ保護庁」を設置

「連邦データ保護法」の執

行を監視する「連邦データ

保護・情報公開監察官」を

設置健動のらならず16の

州にもそれぞれ単独のデー

タ躊 官力宰ヨ∋

2011年 1跡J定され杷阻川青

報保護法において、独立性

を持った第二者機関として

「EAl青搬凩護委員会」の

設置を明言己

・個A情報保護に関する独

立的役割を有した第二者機

関なし

・団 青田鷹護を]舌的に

規定する法令は存在しない

(2012年上旬を目途にデー

タ朧 の脱喜副睦 鶴

注1)「国民ID制度に関する諸外国の事例調査結果」(平成23年 3月内閣

―

lIP/N担当室)を基に内閣官房社会保障改革担当室において作成。

注 2)ドイツでは行政分野を横断する形で個人識別番号を持つことは違憲とされたため、行政分野毎に個人識別番号を採番している。自治体レベルの登録情報を連邦レベリレ とヽ集約したのち、全

国民へ個別Dを付番したものとして、納税者番号制度 (口N)を説


